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祝午年

1978年 1月

沈潜した底力を掛めつつ黙々とし

て重荷に堪える牽馬の如く、亦斧放

に山野を駆ける野生馬の如く壮快に、

多事多難を予想される 19 7 8年を

健と知と力をもって遥しく過されん

ととを祈ります。

医師会長林 考之

役員一同

医師法制定の経緯と発展

L 医制の制定 (1874年明治7年)

明治時代の初期まで日本の医療は江戸時

代と同様漢方医による投薬中心の治療で、

医療費は「薬 1自分米 1弁」が大体の基準

で、年2回(盆 ・年末〉払いが慣習であっ

た。少数ではあるが、蘭学塾1C".r-び、或い

はシーボノレト等外人教師の教授を受けた進

歩的洋医たちは、種痘、聴診器、外科手術

など新しい技術によって、漢万医を圧倒し

たが当時の主体は町医者と御典医の二つの

グループであった。

明治政府は、維新の諸制度近代化の一環

として 18 7 4年(明治 7年)に医制を制

定した。日本の近代的医療制度は此の 、医

制，，ζ始まる。当時としては両期的なもの

であった。医師に関する制度も、 ζの医制

の中に規定されていた。その内容は原則的

1978 

には医療を営利的に扱っておるが、第ーに

文部地(後に内務省)のもとに街生行政機

構の確立、第二に西洋医学による医学教育

の確立、第三に医師開業免許制支の樹立に

より臨床経験を有する乙とを条件に免詳を

与える乙ととされた。第四に医薬分業の推

進であった。旧来の制重、慣習に統一的な

確閤たるものがなかったので、次米の制度

に立脚した新しい「医制Jを打ちだした。

この‘民政‘は東京府など三府に発せられ

たもので全両的な嵐制ではなかった。

Z 医師法の制定(1906年 明治39年)

その後、医育機関の整備が進められる一

方で、明治 12年医師試験規則、明治 16 

年医師免非規則、医師開業試験規則が制定

された。 ‘医籍、の登録はこのときに始ま

る。既存の開業医、公立及び外国の医学校

卒業者は無試験で免状が与えられた。また

f医師iζ之しき地Jでは、知事の申 し出で

により、内務婦が無資格者にも仮免非を与

えられるようになっていた。当時の無医村

対策である。

かくの如く 、試験制度、免許制度の整備

確立とともに、中央の統一的規制が進めら

れ明治39年に乙れらの規則jを集大成した

医師法が制定された。我が国医師制度の根

幹を定めるものとなり、 ζ の医師法におい

ては、従来の闘業免許制度を廃し、新たに

身分免許制度を採用し、受験資格等におい

てその資質向上が図られていた。医師免許

の資格は大学および専門学校卒業者に眼ら

れる乙とになった。また医師法によ って任

意設立の医師会規制が制定され、各府県の
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‘医師会‘がつきつぎに成立した。新しい

技術が高く評価され、閥業医の地位は向上

した。洋医とくに大学卒の医学士の給与は

おどろくほど向く「男を生まぱ医を学ばし

めん、女を生まぱ医』ζ嫁せんjといわれた。

& 国民医療法の制度 (1942年昭和17年)

明治 39年以来続いた医師佳は、その後

の健康保険法の制定 (1922年、大正 11 

年)による医療の並及と、社会情勢の緊迫

化等を要因として昭和 17年に、従来の医

事法制を一つの休系に収めるという医療制

度上画期的な意義を有する国民医療法が制

定さ才1、医師法もその中に吸収された。

第一次大戦(大正三年~大正七年)後、

産業界において重工業と男チ労働者の比重

が飛躍的に高まり、明治期の前近代的労働

関係下のk工中心の時代から、近代的プロ

レタリアートが:J:的、質的にも新たな成長

をとげる時代に入った。米騒動を経験しロ

シア革命の洗礼を受けた労働者階級の運動

は急速に発展し、もはや前近代的な「慈恵

医療Jでなだめられる段階ではなく 、後藤

新平が明治則を通じて主張しつづけてきた

本格的なピスマルク型社会政策としての健

康保険が登射するに至った。当時医師会は、

医療全体に健保のしめる比重は小さく、大

半は自由診療でやっていけるものと考えて

いた。上からの医療社会化政策のもう一つ

は、国民健康保険法 (19 3 8年、昭和

1 3年)の成立である。国保は昭和 12年

から日中戦争が始まるなかで、兵士の体位

低下を契機とする事の要請による健兵健民

政策の中心的役割jりをもっていた。困保は
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良村におりる産業組合迩動の発展としての

自衛的な医療利用協同組合の経験をすいあ

げ、健保の経験を生かしてつくられた。健

保でにがい白をみた医師会は強く反対した

が、事の強い要求の前iζ屈伏した。尚日中

全面戦争によって、長期の総力戦に入り、

附相 13年lζ同家総動員法が制定され、保

健行政の統一的推進機捕として厚生省を創

設し、公衆術/主院と保健所を発足させた。

戦争の拡大に伴ふ全凶民の国家統制の一院

として、医政時係者徴用令、日本医療団令

(1 9 4 2年)が公ィtrされ、医療団と医師

会は一人の官選総裁のもとに統合され、医

療は宅全iζ国家統制されるに至った。

4 現行医師法 (1948年昭和 23年)

数殺直後の日本は、食料危機と失業、多

くの医療機関の消失、医師医薬品の不足、

健保、白保の!掴応休業のなかで医猿は全く

荒廃していた。占領曜の一連の指示によっ

て日本陸債の民主的再建がはかられ、臼本

医療団は解散され、市の地設は国と地方自

治体へ移管された。戦時中の官製医師会も

解散され、日本医r.ft会は任意設立、任泣加

入の自主的な職業凶体として再発足し、の

ち日本医学会を包含した。附和 23年、国

民医療は廃止され、あらたに医師法、医療

法が公布された。視行医師法は、医政以来

の医師制度を背良ーとしつつ、視行医療制度

の中肢を担う、医師の資格、業務内容、資

質向上等について焼定することにより、我

が困の医師制度の根幹を定めている。医師

法では、医師の任.mを、 「医師は、医療及

び保健指導を掌る乙とによって公衆衛生の
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向上及び増進に寄与し、もって国民の健康

な生活を確保するJ乙ととしており(医師

法第一条)我が国の公衆衛生、国民の健康

関し、医師が重要な役割を担っている ζ と

を明らかにしておる。 (記大野宗二)

老人医療制度準備室発足

厚生省は 1月 10日、 老人医療賃制度の見

直しなど新たな老人保健医療対策を確立する

ため、「老人保健医療制度準備室Jを省内に正

式に発足させた。 r準備室は、企画担当審議

官を室長に老人福祉課長、老人保健課長ら中

堅幹部で構成される。間宅は昨年 10月に、

「老人保健医療問題乙ん談会 09'.相の私的諮

問機関)がまとめた意見書一「今後の老人保

健医療対策のあり方についてJをうけてつぎ

の通常国会に提案する予定の改車案の準備に

入る。老人懇の意見書では f現状のままでは

5 3年度の有料化は見送りJ と具申する一方

総合的な老人保健医療対策が確立されるなら

「適正な費用負担が当然考えられるべきであ

る」と、 54年度以降の老人民療費有料化の

}j向を打ち出している。

医師会月間行事

※ 1 2月 6B (理事会)於医師会館

午後 7・30 

0連絡報告事項

忘年会その他について

※ 1 2月 17日(土)忘年会

於松原屋旅館午後 6・30 

1978 

※ 1月 10自己心理事会於医師会館

午後 7・30 

0協議事項

(1) 次期役員改選に伴ふ臨時総会開催iζ

ついて

(2) 呼吸器疾患調査について

O連絡報告事項

(1) 昭拘52年度医療監視等の実施につ

いて

(2) 乳児健康調査について

(3) 次期代議員、予備代議員、医困保組

合会議員の選出方依頼について

(4) 都市医師会事務担当者打合せ会報告

あ と が き

資本主義自由経済社会における医療の確立

と医療制度の近代化推進を根本路線としなが

ら、包括僚論、保健投資論、管理医学論、ラ

イフサイエンス等々の多彩な臼医の政策活動

は本年も変わるまい、地域医療と救急医療に

挺身し、之等の政策を地域社会iζ展倒しよう

とするならば末端の医師会員は馬車馬の如き

エネルギーが必要。年初会員諸学兄の健康を

祈る。
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惨として騒らざる

乙の寒牡丹(虚子)
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